
14広 告 ひだか　むさしのもりクリニック　　　　　　　　　　　　　　　 日高市上鹿山235－１心療内科・老年精神科
042 ｰ 978 ｰ 6810

お
知
ら
せ

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

　
９
月
21
日
㈷
か
ら
30
日
㈬
ま
で
、

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

　
交
通
事
故
の
多
く
は
自
動
車
運
転

中
の
前
方
不
注
視
や
運
転
操
作
ミ
ス

が
原
因
で
す
。

　
特
に
見
通
し
の
悪
い
交
差
点
の
出

合
い
頭
の
事
故
が
多
発
し
て
い
ま

す
。
車
を
運
転
す
る
時
は
、
車
間
距

離
、
走
行
速
度
、
歩
行
者
等
を
意
識

し
、
安
全
運
転
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
１
月
か
ら
６
月
ま
で
の
県
内
の
交

通
事
故
死
者
数
は
58
人
で
、
前
年
の

同
時
期
よ
り
も
３
人
減
っ
て
い
ま
す

が
、
都
道
府
県
別
の
交
通
事
故
死
者

数
は
全
国
ワ
ー
ス
ト
５
位
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
被
害
に
遭
わ
れ
て

い
る
人
の
半
数
以
上
が
高
齢
者
で
す
。

さ
ら
に
、
自
転
車
乗
車
中
の
交
通
事

故
死
者
数
も
12
人
と
依
然
と
し
て
多

い
状
態
で
す
。

　
市
で
は
、
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

の
着
用
を
促
進
し
、
交
通
事
故
の
防

止
を
図
る
た
め
、
児
童
・
高
齢
者
を

対
象
に
購
入
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
て

安
全
運
転
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

歩 
行
者
保
護
の
日
・
飲
酒
運
転
根
絶

の
日
：
９
月
25
日
㈮

自 

転
車
の
交
通
事
故
防
止
の
日
・
交

通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
：
９
月

30
日
㈬　

問 

い
合
わ
せ　
危
機
管
理
課
交
通
安

全
・
防
犯
担
当

ス
テ
ム
の
ユ
ー
ザ
ー
ＩＤ
な
し
）

　
９
月
25
日
㈮
ま
で

○ 

更
新
申
請（
県
電
子
入
札
共
同
シ

ス
テ
ム
の
ユ
ー
ザ
ー
ＩＤ
あ
り
）

①�

建
設
工
事
の
み
：
10
月
９
日
㈮
～

11
月
26
日
㈭

②�

①
以
外
：
10
月
９
日
㈮
～
11
月
13

日
㈮

物
品・そ
の
他
お
よ
び
小
規
模
工
事・

修
繕
等
の
受
付
期
間

　
11
月
２
日
㈪
～
20
日
㈮

※
例
年
よ
り
受
付
期
間
が
早
く
な
っ

て
い
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会（
建
災

防
）の
加
入

　
平
成
31
・
32
年
度
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
か
ら
建
災
防
へ
の
加
入
を

資
格
要
件
に
追
加
し
ま
し
た
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　
管
財
課
契
約
検
査
担

当（
１
階
①
番
窓
口
）

弔
慰
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
ま
だ
手
続
き
を
し
て

い
な
い
人
は
、
早
め
の
請
求
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

支 

給
対
象　
令
和
２
年
４
月
１
日
に

お
い
て
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年

金
等
を
受
け
る
人
が
い
な
い
場
合

に
、
次
の
順
番
で
戦
没
者
死
亡
当

時
の
遺
族
１
人
に
支
給

①�

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得

し
た
人

②
戦
没
者
等
の
子

③�

戦
没
者
等
の
⑴
父
母
⑵
孫
⑶
祖
父

母
⑷
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関

係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件
に

よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

④�

①
～
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
三
親

等
以
内
の
親
族（
甥
、
姪
等
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続

き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て

い
た
人
に
限
り
ま
す
。

支 

給
内
容　
額
面
25
万
円
、
５
年
償

還
の
記
名
国
債（
無
利
子
）

請 

求
期
間　
令
和
５
年
３
月
31
日
㈮

ま
で

問 

い
合
わ
せ　
生
活
福
祉
課
地
域
福

祉
担
当（
１
階
⑩
番
窓
口
）

保険年金課
国民年金・医療費担当

ね・ん・き・ん
ミ ニ 知 識 国民年金保険料は

追納できます

　免除・猶予、学生納付特例の承認を受けた期間
が10年以内であれば、国民年金保険料をさかの
ぼって納めること（追納）ができます。
　追納した期間の保険料は「全額納付」として算
定されるため、老齢基礎年金の受給額を満額に近
づけることができます。ただし、免除等の承認を
受けた期間の翌年度から数えて、３年度目以降に
追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算さ
れます。
　追納の申し出、納付状況の確認および納付書の
再発行は下記へお問い合わせください。
問い合わせ
　所沢年金事務所　☎04－2998－0170

令
和
３・
４
年
度

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

　
市
が
発
注
す
る
工
事
や
業
務
委
託

な
ど
を
受
注
す
る
に
は
、
市
の
入
札

参
加
資
格
が
必
要
で
す
。
こ
の
資
格

審
査
申
請
を
次
の
期
間
で
受
け
付
け

ま
す
。

建
設
工
事
お
よ
び
設
計
・
調
査
・
測

量
の
受
付
期
間

○ 

新
規
申
請（
県
電
子
入
札
共
同
シ

特
別
弔
慰
金
の
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か

　
戦
没
者
等
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔

慰
金（
第
11
回
特
別
弔
慰
金
）を
受
け

る
た
め
に
は
、
請
求
手
続
き
が
必
要

で
す
。
請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
特
別
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重
度
心
身
障
が
い
者
の

医
療
費
を
助
成
し
て
い
ま
す

　
重
度
の
障
が
い
の
あ
る
人
に
、
医

療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
て
い

ま
す
。
助
成
を
受
け
る
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
受
給
資
格
の
登
録
申
請
が
必

要
で
す
。

対 

象　
国
民
健
康
保
険
な
ど
の
各
種

医
療
保
険
に
加
入
し
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人

①�

身
体
障
が
い
者
手
帳
１
～
３
級
を

所
持
し
て
い
る
人

②�

療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
・
Ｂ
を
所
持
し

て
い
る
人

③�

精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
を
所
持
し
て
い
る
人

④�

65
歳
以
上
で
埼
玉
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
の
障
が
い
認
定
を

受
け
て
い
る
人

※
平
成
27
年
１
月
１
日
以
降
に
新
た

に
障
が
い
の
程
度
が
該
当
の
等
級
に

な
っ
た
65
歳
以
上
の
人
は
対
象
外
と

な
り
ま
す
。

※
平
成
31
年
１
月
１
日
か
ら
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
人
は
、
助
成
の
対

象
外
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
平

成
30
年
12
月
31
日
ま
で
に
受
給
資
格

を
登
録
し
、
引
き
続
き
対
象
の
障
が

い
に
該
当
す
る
人
は
、
令
和
４
年
９

月
30
日
ま
で
は
従
来
ど
お
り
助
成
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

対 

象
と
な
る
医
療
費　
医
療
保
険
制

度
が
適
用
さ
れ
る
医
療
費
の
一
部

負
担
金（
高
額
療
養
費
な
ど
の
法

定
給
付
や
他
の
公
費
負
担
医
療
制

度
か
ら
支
給
さ
れ
る
金
額
を
除

く
）

住
所
や
保
険
証
が
変
わ
っ
た
ら

　
登
録
申
請
を
し
て
い
る
人
で
、
住

所
・
加
入
医
療
保
険
・
振
込
口
座
・

身
体
障
が
い
者
手
帳
等
の
記
載
内
容

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
生
活
保
護

の
受
給
開
始
・
廃
止
が
あ
っ
た
場
合
、

施
設
の
入
所
・
退
所
が
あ
っ
た
場
合

に
は
変
更
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

平
成
31
年
１
月
１
日
以
降
に
登
録
申

請
を
し
た
人

　
毎
年
９
月
中
に
所
得
審
査
等
を
行

い
、
結
果
を
通
知
し
ま
す
。
助
成
の

対
象
と
な
る
人
に
は
、
新
し
い
受
給

者
証
を
９
月
中
に
お
送
り
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課
国
民
年

金
・
医
療
費
担
当（
１
階
④
番
窓

口
）

医
療
に
関
す
る
相
談
や
、
在
宅
歯
科

医
療
を
実
施
し
て
い
る
歯
科
医
師
を

紹
介
し
ま
す
。
歯
や
口
の
悩
み
が
あ

る
人
は
、
気
軽
に
支
援
窓
口
に
電
話

で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
入
間
郡
市

歯
科
医
師
会
所
属
の
歯
科
医
師
が
診

療
に
伺
い
ま
す
。

※
原
則
と
し
て
、
訪
問
診
療
に
は
医

療
保
険
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
埼
玉
県
歯
科
医
師
会

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　
飯
能
・
日
高
地
区
在

宅
歯
科
医
療
支
援
窓
口
担
当

　

�

☎
０
９
０－

４
３
９
６－

８
０
２
０

（
平
日
午
前
9
時
～
午
後
4
時
）

問 

い
合
わ
せ　
都
市
計
画
課
建
築
指

導
・
開
発
指
導
担
当

学校名 健診日 受付時間

高麗小学校 10月20日（火） 午後１時30分～１時40分

高麗川小学校 10月21日（水） 午後１時～１時20分

高萩小学校 10月15日（木） 午後０時45分～１時

高根小学校 10月28日（水） 午後０時45分～０時55分

高萩北小学校 10月９日（金） 午後０時50分～１時10分

武蔵台小学校 10月13日（火） 午後１時～１時10分

就
学
時
健
康
診
断
の
お
知
ら
せ

　
令
和
３
年
度
に
小
学
校
へ
入
学
予

定
の
児
童
を
対
象
に
、
就
学
時
健
康

診
断
を
実
施
し
ま
す
。

対 

象　
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

平
成
26
年
４
月
２
日
か
ら
27
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童

実
施
場
所　
各
小
学
校

※
詳
し
く
は
、
就
学
予
定
児
童
の
保

護
者
へ
８
月
下
旬
に
発
送
し
た
「
令

和
３
年
度
就
学
予
定
児
童
の
就
学
時

健
康
診
断
の
実
施
に
つ
い
て
」
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。

※
都
合
に
よ
り
就
学
予
定
校
で
就
学

時
健
康
診
断
を
受
診
で
き
な
い
場
合

や
、
健
康
診
断
に
あ
た
り
配
慮
を
望

む
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
左
記
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　
学
校
教
育
課
学
務
担

当

在
宅
歯
科
医
療
支
援
窓
口
の

ご
案
内

　
在
宅
で
療
養
し
て
い
る
人
や
体
の

不
自
由
な
人
な
ど
、
歯
科
医
院
へ
の

通
院
が
困
難
な
人
を
対
象
と
し
た
支

援
窓
口
で
す
。

　
専
任
の
歯
科
衛
生
士
が
在
宅
歯
科

耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
に

関
す
る
補
助
制
度

　
市
で
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

お
よ
び
耐
震
改
修
工
事
の
費
用
の
一

部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
木

造
住
宅
の
無
料
簡
易
耐
震
診
断
も
行

っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

対 

象
建
築
物　
昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
に
建
築
さ
れ
た
１
階
ま
た
は

２
階
建
て
の
木
造
住
宅
で
、
５
０

０
㎡
以
下
の
建
築
物

飯
能
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
オ
レ
オ
レ
詐
欺
で
一
番
許
せ
な
い

の
は
、
皆
さ
ん
の
善
意
に
つ
け
こ
む

こ
と
で
す
。
お
子
さ
ん
も
お
孫
さ
ん

も
、
も
う
立
派
な
大
人
で
す
。
自
分

の
借
金
や
失
敗
は
自
分
で
償
う
も
の

で
す
。
ど
う
し
て
も
助
け
た
い
と
思

っ
た
ら
、
本
人
に
直
接
渡
し
て
く
だ

さ
い
。
詐
欺
被
害
は
全
て
、
本
人
以

外
の
人
に
渡
し
て
い
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　
飯
能
警
察
署
生
活
安

全
課
☎
９
７
２－

０
１
１
０


